


誓約書


年　　月　　日　


鎌ケ谷市長　　　様


　　　　　　　　　　　　　　　 利用者（申請者）氏名
利用対象者氏名 


　徘徊探知機（端末機等）の利用に当たり、下記の事項を遵守することを誓約いたします。

記

１　徘徊探知機（端末機等）を必要としなくなったとき、または、市内に住所を有しなくなったときは、速やかに返還いたします。

２　利用者が負担する利用料は、利用決定通知を受けた日の翌月から、利用取消の届出をした日の属する月までの額とする。
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３　徘徊探知機（端末機等）を利用目的以外に使用したり、転貸、改良または担保に供することはいたしません。

[bookmark: _Hlk216252335]４　徘徊高齢者位置情報提供サービス事業実施のため、利用者（申請者）及び利用対象者情報について、指定事業者に提供することを同意します。

５　徘徊高齢者位置情報提供サービス事業の利用料決定のため、利用者（申請者）及びその属する世帯の者の市町村民税の課税状況を市が確認することに同意します。

以上




